


２００８（平成２０）年５月　広報一宮

【問】地域ふれあい課　（２８）８９５４

　ＮＰＯは、地域にあるさまざまな課題を自主的・自

発的に解決しようと、頑張って活動しています。「ＮＰ

Ｏ活動の活性化は市全体の活性化につながる」という

考えのもと、市では、ＮＰＯ活動を支援しています。

ＮＮＰＰＯＯ活動の活性化活動の活性化をを
応援応援ししますます

市民意見提出制度

▼応募資格／次のすべてに該当するＮＰＯ

▽非営利で自主的に公益的な活動をしている

▽政治・宗教的活動をしていない

▽法令・条例などに違反していない

※条件を満たす団体の共同応募も可

▼委託期間／６月（予定）～２１年３月（講座は９

月以降に開催）

▼業務内容／ＮＰＯ活動の中心となる人材の発掘

・育成を目的とする講座の企画・運営、開催後

の事業報告会

▼委　託　料／限度額５８５，０００円

▼選考方法／書類審査・プレゼンテーション

▼申し込み／５月３０日（金）（必着）までに必要書類

を持参または郵送（〒４９１－８５０１　一宮庁舎地域

ふれあい課）

▼そ　の　他／５月１４日（水）の午後２時に一宮庁舎

５階第２会議室で事前説明会を開催（申し込み

不要）。必要書類は市ホームページからダウンロ

ード可

ＮＮＰＰＯＯ講座を行う団体を募講座を行う団体を募集集

　１９年度に市民活動助成金を交付された７団体に

よる成果報告会と、２０年度市民活動助成金の説明

会を開催します。ＮＰＯやボランティアなどに興

味や関心がある方や応募を考えている団体は、ぜ

ひご参加ください。

▼日　時／５月１３日（火）

　成果報告会＝午後１時３０分、説明会＝４時

▼会　場／木曽川庁舎３階第１会議室

▼申し込み／当日直接会場

市民活動助成金の

 成果報告会・説明会を開催

市民の皆さんから意見を募集し、寄せ
られた意見を参考にして最終案を決定
するとともに、寄せられた意見への市
の考え方を公表します。

　意見を募集したところ、４６件の意見が

ありました。最終案は５月８日（木）から市

ホームページ、市資料コーナー（一宮・尾

西・木曽川庁舎１階）で閲覧できます。な

お意見に対する市の考え方も閲覧できま

す。この最終案を６月議会に提出します。

【問】地域ふれあい課　（２８）８９５４

一宮市民が選ぶ市民活動に対する

 支援に関する条例　最終案を公表

　ＮＰＯ活動の財政面の課題を少しでも解決する

ため、助成金を交付します。

▼応募資格／次のすべてに該当するＮＰＯ

▽市民活動支援センターに登録している

▽規約などを持ち継続的なＮＰＯ活動を市内で

行っている、またはこれから行う

▽５人以上で構成されている

▽法令・条例などに違反していない

▼助成内容／

①スタート支援（設立後２年以内の団体が行う

事業）＝１００，０００円以内（１回限り）

　②ステップアップ支援＝対象経費の７０％（限度

額３００，０００円、１団体２回まで）

　※交付を受けたことがある事業は不可

▼選考方法／１次＝書類審査、２次＝公開プレゼ

ンテーション

▼申し込み／５月３０日（金）（必着）までに必要書類

を持参または郵送（〒４９１－８５０１　一宮庁舎地域

ふれあい課）

▼そ　の　他／必要書類は市ホームページからダウ

ンロード可

市民活動助成金を交市民活動助成金を交付付
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　戸籍法・住民基本台帳法の一部改正に伴い、

５月から、証明書の交付請求や戸籍・転出入

の届け出などの際に、顔写真付きの本人確認

書類を提示することが義務付けられます。

何を見せればいいの？

　運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カー

ド・旅券など、顔写真付きの本人確認書類を

お持ちください。お持ちでない方は、健康保

険証・学生証・国民年金手帳などを２種類お

持ちください。

何の手続きで必要なの？

▽証明書の交付請求＝戸籍謄抄本・住民票の

写しなど（証明書に記載されている本人以

外が請求する場合は、請求する理由が必要）

▽戸籍の届け出＝養子縁組・協議離縁・婚姻

・協議離婚・認知など

▽住民異動の届け出＝転出・転入・転居・世

帯変更

代理の人に頼む場合はどうすればいいの？

　委任状をお持ちください。委任状には、請

求する本人が署名・押印の上、委任する手続

きの内容を明記してください。ただし次の場

合などは委任状は不要です。

▽同じ世帯の方が住民票の写しを交付請求す

る

▽配偶者・親・子が戸籍謄抄本を交付請求する

どうして厳しく確認するの？

　なりすましによる証明書の不正取得や虚偽

の届け出を防ぐため、また個人情報を保護す

るためです。ご理解をお願いします。

【問】市民課　（２８）８９７１

５月から顔写真付きの書類５月から顔写真付きの書類でで
本人確認を行いま本人確認を行いますす

【問】はつらつ農業塾事務局（ＪＡ愛知西内）　０５８７（３６）７４４８　　　一宮市役所農業振興課　（２８）９１３６

▼応募資格／一宮市・稲沢市に在住・在勤の方

▼研修会場／ＪＡ愛知西本店近辺ほ場（北小渕）

・ＪＡ愛知西みどりの里研修センター近辺ほ

場（稲沢市一色下方町）のいずれかを選択

▼担い手育成コースの修了要件／出席状況と実

習の成果で判定（修了生には農地をあっせん）

▼料　　金／各年１万円（教材費・保険料など

を含む）

▼申し込み／５月３０日（金）までに電話で、はつら

つ農業塾事務局または農業振興課

▼そ　の　他／面接の日時などは後日通知。２人

までのグループ申し込み可

　定年退職した方などを対象に、農業従事者を育成する農業塾を

開講します。農業の担い手を目指す「担い手育成コ－ス」と、農業の

楽しさを知る「生きがい農業コ－ス」があります。

生きがい農業コ－生きがい農業コ－スス担い手育成コ－担い手育成コ－スス

２０年８月～２１年７月２０年８月～２２年７月 期　　間

一宮会場＝原則第１・３水曜日

稲沢会場＝原則第１・３金曜日

一宮会場＝原則毎週水曜日

稲沢会場＝原則毎週金曜日
研修日時

午後１時３０分～４時（夏季は午前９時３０分～正午）

※研修日以外に、ほ場管理作業あり

秋冬野菜・春夏野菜を栽培
１年目は共同実習、２年目

は自己管理
研修内容

各会場４０人（抽選）各会場１０人（面接）定　　員

はつらつ農業塾 塾生を募集はつらつ農業はつらつ農業塾塾　塾生を募集塾生を募集

～住民～住民票票・・戸籍謄抄本など戸籍謄抄本など～～
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